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に
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質
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し
、
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衆
議
院
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玉
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一
德
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提
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策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
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一
に
つ
い
て 

(1) 

最
近
の
輸
入
食
肉
の
滞
貨
は
、
輸
入
物
資
の
急
増
に
対
し
て
港
頭
地
区
の
冷
蔵
施
設
が
必
ず
し
も
十
分
で

な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
滞
貨
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
当
面
、
冷
蔵
倉
庫
の
使
用
効
率
の
向
上
、
輸
入
食
肉
の
流
通
の
促
進
等

の
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
そ
の
措
置
の
一
つ
と
し
て
早
期
取
引
の
確
約
を
し
た
冷

蔵
牛
肉
か
ら
優
先
的
に
冷
蔵
倉
庫
に
入
れ
て
流
通
を
早
め
る
と
と
も
に
、
滞
貨
し
て
い
る
輸
入
食
肉
に
つ
い

て
も
コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド
内
で
コ
ン
テ
ナ
の
ま
ま
検
疫
、
通
関
等
の
諸
手
続
を
行
い
、
港
頭
の
冷
蔵
倉
庫
を
経

な
い
で
、
直
接
、
流
通
経
路
に
乗
せ
る
措
置
を
と
る
こ
と
と
し
、
七
月
一
日
か
ら
東
京
、
横
浜
、
大
阪
及
び

神
戸
の
各
地
域
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。 



二
に
つ
い
て 

(2) 
輸
入
牛
肉
に
つ
い
て
は
、
畜
産
振
興
事
業
団
の
指
定
輸
入
牛
肉
販
売
店
を
従
来
の
二
八
八
店
か
ら
六
二
〇

店
に
、
又
、
全
国
食
肉
事
業
協
同
組
合
連
合
会
の
指
定
展
示
販
売
店
を
従
来
の
約
八
〇
〇
店
か
ら
七
、
二
〇

〇
店
（
昭
和
四
十
八
年
七
月
一
日
現
在
五
、
二
〇
〇
店
確
定
）
に
大
幅
に
拡
充
さ
せ
、
東
京
及
び
大
阪
に
お
い

て
は
七
月
初
旬
よ
り
、
そ
の
他
の
地
区
に
つ
い
て
も
逐
次
七
月
中
に
販
売
さ
せ
る
よ
う
図
つ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

輸
入
豚
肉
は
、
主
と
し
て
加
工
原
料
用
と
し
て
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
当
初
六
月
末
日
ま
で
が
関
税
の
減
免
期

間
で
あ
り
、
加
工
メ
ー
カ
ー
が
加
工
原
料
用
と
し
て
、
今
年
秋
ま
で
の
原
料
手
当
て
を
行
つ
た
た
め
在
庫
量
が

増
加
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
輸
入
豚
肉
は
、
冷
凍
品
で
あ
り
、
一
般
小
売
店
の
販
売
に
は
解
凍
及
び
品

質
等
の
問
題
で
一
般
的
に
普
及
し
て
い
な
い
が
、
国
内
豚
肉
の
卸
売
価
格
の
現
状
に
対
処
し
て
一
般
家
庭
用
消 

な
お
、
輸
入
豚
肉
に
つ
い
て
は
、
一
般
家
庭
用
消
費
へ
の
促
進
対
策
を
検
討
中
で
あ
る
。 四 

 



三
に
つ
い
て 

(3) 

現
在
輸
入
制
限
の
行
わ
れ
て
い
る
水
産
物
の
輸
入
割
当
方
式
は
、
加
工
業
者
等
に
対
す
る
割
当
（
需
割
）
と

輸
入
業
者
に
対
す
る
割
当
（
商
割
）
が
あ
る
。
水
産
物
の
輸
入
実
績
が
一
定
額
以
上
あ
る
者
は
、
商
割
を
申
請 

(2) 

本
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
零
細
な
漁
業
者
へ
の
影
響
を
十
分
考
慮
し
つ
つ
慎
重
に
対
処
し
て
ま
い
り
た

い
。 

(1) 

非
自
由
化
品
目
で
あ
る
魚
介
類
（
に
し
ん
、
ぶ
り
、
さ
ば
、
い
わ
し
、
あ
じ
、
さ
ん
ま
、
帆
立
貝
、
貝
柱
、

い
か
等
）
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
も
、
原
則
と
し
て
前
年
度
割
当
枠
の
三
〇
％
増
の
輸
入
割
当
枠
の
設
定
を

行
う
予
定
で
あ
る
。 

費
へ
振
向
け
る
べ
く
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
現
下
の
情
勢
に
か
ん
が
み
、
更
に
こ
れ
ら
魚
介
類
の
緊
急
輸
入
を
す
る
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な 

い
。 

五 

 



 

六 

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
が
、
御
質
問
の
ス
ー
パ
ー
、
生
協
、
農
協
等
か
ら
は
現
在
の
と
こ

ろ
商
割
の
申
請
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

ス
ー
パ
ー
等
へ
こ
れ
と
は
別
途
の
割
当
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
困
難
な
問
題
が
あ
る
が
、
例
え
ば 

ス
ー
パ
ー
等
で
一
定
の
需
要
を
恒
常
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
な
者
に
対
し
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
輸
入
方
式
全
体
の
問
題
と
し
て
今
後
慎
重
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




